
観音寺市の競輪事業の停止期間の延長について 平成２９年１１月 経済産業省製造産業局車両室 

▶経緯◀ 
◆競輪施行者は、自転車競技法に基づきＪＫＡに対して売上の一定比率を交付金として納めることになっている。 
◆施行者収益の悪化に伴い、平成14年に「交付金猶予制度」を創設。本制度は、収支の不均衡状態が続くことが見込まれる場合に、事業収支改善計画の作成を条

件に交付金の支払いを猶予するもの。 
◆競輪施行者であった観音寺市は、競輪事業の業績悪化に伴い、平成20～23年度の間の交付金の猶予が認められたが（平成19年）、猶予期間中に売上減少に歯

止めをかけられず、平成23年度末をもって競輪開催を停止した（事実上の事業廃止）。 
◆観音寺市は、平成29年度末までの間（停止期間）、猶予されていた交付金（約9.5億円）を競輪の開催の停止に必要な経費（施設撤去費等）に充てることについて、

自転車競技法に基づき産構審の意見を聴き、大臣の同意を得た。 
◆今般、観音寺市より、当該期間を延長（平成36年度末）する旨、報告があった。 

４．観音寺市の交付金充当の申請内容とその評価 
観音寺市の申請内容は、①競輪の開催を停止する期間、②競輪の開催の停止に必要な経費、③競輪
開催停止に充当しようとする交付金の額。それぞれの概要及び当室の評価は以下のとおり。 

根拠（または説明） 当室の評価

実施

年度
23 2,239千円

・観音寺競輪さよならイベント、競輪開催告知
看板撤去等に要した経費。

・競輪事業からの撤退に要した経費と認められ
る。

実施

年度
24 227,829〃

・9･10年度に選手宿舎及び選手管理棟を市債
発行により建築したが、その残額を一括償還す
る。

・競輪事業の撤退には債務の弁済が必要なこと
から、経費と認められる。

実施

年度
24 71,637〃

・24年度以降の支払いを既に契約していること
から、残額を一括して支払う。

・契約上、競輪事業から撤退した場合でも支払
いが必要と定められているため、経費として認
められる。

実施

年度
34 25,175〃

・35、36年度に実施する競輪施設解体・撤去に
必要な設計委託料。

・競輪施設の解体・撤去に必要な経費と認めら
れる。

655,435〃

(595,850〃)

(228,860〃)

(116,890〃)

（112,000〃)

(138,100〃)

　③競輪開催の停止に必要と
する経費に充てようとする交
付金の額

  982,315千円

・自転車競技の振興への寄与、走路の維持費
がほとんどかからないこと、走路の安全性を考
慮した利用期間延長であること、施設の解体・
撤去のために2年程度要することを考慮し、停止
期間として妥当。

・35、36年度に実施する競輪施設の解体・撤去
に必要な経費。

・埋立地のため、施設解体･撤去後に周辺住居
等に雨水が浸入しないよう、雨水対策工事が
必要。

・競輪事業からの撤退に当たり、競輪施設の解
体・撤去が必要。施工業者等からの見積りを確
認済み。実際の実行段階に当たっても支出内
容を当室が確認する予定。
・雨水対策工事は、施設の解体・撤去に伴う環
境変化の影響を周辺住民へ及ぼさないため、必
要な経費として認められる。

　①競輪の開催を停止する期間

（ﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰ、選手宿舎、旧東ｽ
ﾀﾝﾄﾞ等）

（走路）

（雨水対策工事費）

947,000千円 ・猶予されていた交付金の全額を充当する。
・競輪の開催の停止に必要な経費の総額が猶
予交付金額を上回っているため、猶予交付金の
全額を充当することとしてやむを得ない。

・停止期間の始期は、競輪開催終了後とした
（競輪開催終了日の翌日）。
・香川県自転車競技育成会などから走路の利
用継続にかかる要望が出され、平成34年度末
まで利用継続が可能であると判断し、走路を利
用に供し、使用終了後2年間で走路や周辺施
設の解体・撤去を行う。

実
施
年
度

申請内容

　②競輪の開催の停止に必要
　　な経費の総額

（中央スタンド、地下燃料タン
ク）

（施設撤去費用内訳（消費税10%を
含まず））

施設撤去費用

実施設計委託料

次世代（TZS)・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ競輪動画
システム・映像配信NWｼｽﾃﾑ使用
料

市債繰上償還金

観音寺競輪さよならイベント、競輪
開催告知看板撤去等

経
費
の
内
訳

　　平成24年3月8日～
　　平成37年3月31日

35
36

３．競輪開催の終了（24年3月） 
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図3:観音寺競輪の単年度収支見込額  

     (単位:百万円） 

 
 
 
 
 
 
 
 

○観音寺市は、24年度以降、交付金の交
付が再開されることにより、毎年赤字に
陥ることは免れないと判断し、24年3月で
競輪開催を終了した。 

（撤退の経緯） 
 ・23年9月27日：市議会が競輪事業から

の撤退を決議 
 ・23年11月9日：市長が競輪事業からの

撤退を表明 
 ・24年3月7日：競輪開催の終了 

○観音寺市競輪は、平成16年度以
降、単年度収支の赤字が続き、18
年度までの累積赤字は6億2,000万
円に達した。 

○このため、観音寺市は、19年10月
経済産業省に交付金の交付猶予を
申請し、猶予が認められた（20年度
から23年度まで）。 

（作成：観音寺市） 
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図1:観音寺競輪の単年度収支額の推移 

          （単位：百万円） 

１．競輪の収支状況（18年度まで） 
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図2:観音寺競輪の車券発売額､ 

収支等の推移 

          （単位：百万円） 
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２．事業収支改善計画（20年度～23年度） 
○観音寺市は、交付金猶予申請と共に提
出した事業収支改善計画に基づき、収支
改善を取り組んだ。 

・開催日数の削減（18年度４３日→20年
度37日、▲約1億1,800万円） 

・職員人件費、従事員手当等の削減
（▲約6,900万円) 

・ファン向けイベントの開催、車券の委
託販売先の拡大等による売上確保 

○結果としては、売上げの減少を食い止め
ることができず。20年度以降、事業収支
は黒字化したが、交付金の猶予が認めら
れたことが要因。（注：19年度の黒字は、特別
競輪開催（ふるさとダービー）等のため）。 

資料２ 
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						単年度収支額と還付金と猶予交付金の比較　　　　　　　(単位：百万円） タンネンド シュウシ ガク カンプキン ユウヨ コウフキン ヒカク タンイ ヒャク マンエン

						18		19		20		21		22		23年度 ネンド

				単年度収支額 タンネンド シュウシ ガク		▲ 128		290		244		140		170		82

				猶予交付金 ユウヨ コウフキン						272		237		240		198





				還付金・猶予交付金 カンプキン ユウヨ コウフキン		96		102		137

										272		237		240		198

																						ＪＫＡ還付金(平成１９年度１０２百万円、平成２０年度１３７百万円)及びＪＫＡ交付金猶予措置(平成２０年度２７２百万円、平成２１年度２３７百万円、平成２２年度２４０百万円、平成２３年度１９８百万円)

																												年度 ネンド		開催日数 カイサイ ニッスウ		車券発売額 シャケン ハツバイ ガク		単年度収支 タンネンド シュウシ		JKA交付金 コウフキン

																												12		75		18,132,157,800		265,992,869		663,386,545

																												13		72		15,148,623,400		45,988,365		552,297,491

																												14		70		11,791,874,600		▲ 236,564,678		349,246,271

																																		266

																																		46

																																		▲ 237

																																18		19		20		21		22		23

																																10,244,750		12,971,264		9,338,476		8,282,735		8,318,208		8,729,005

																																18		19		20		21		22		23年度 ネンド

																														車券発売額 シャケン ハツバイガク		10,245		12,971		9,338		8,283		8,318		8,729

						12		13		14		15		16		17		18年度 ネンド

				単年度収支額（百万円） タンネンド シュウシ ガク ヒャク マンエン		266		46		▲ 237		139		▲ 417		▲ 609		▲ 128

				車券売上額（億円） シャケン ウリアゲガク オクエン								21,411		10,062		9,262		10,245



						21410618.6		10062494.2		9262094.1		10244750

						21,411		10,062		9,262		10,245

						15		16		17		18年度 ネンド

				車券売上額（百万円） シャケン ウリアゲガク ヒャク エン		21,411		10,062		9,262		10,245



機密性○


単年度収支額　　　　　　

単年度収支額（百万円）	15	16	17	18年度	139.33587299999999	-416.87931500000002	-609.14729199999999	-128.29290900000092	図1:観音寺競輪の単年度収支額の推移

　　　　　　　　　　（単位：百万円）

単年度収支額（百万円）	12	13	14	15	16	17	18年度	266	46	-237	139.33587299999999	-416.87931500000002	-609.14729199999999	-128.29290900000092	図2:観音寺競輪のの車券発売額､収支等の推移

　　　　　　　　　　（単位：百万円）

車券発売額	18	19	20	21	22	23年度	10245	12971	9338	8283	8318	8729	単年度収支額	18	19	20	21	22	23年度	-128.29290900000092	290.01900000000001	244.12299999999999	140.11799999999999	170.39599999999999	81.882999999999996	猶予交付金	18	19	20	21	22	23年度	272	237	240	198	
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				申請内容 シンセイ ナイヨウ																		根拠（または説明） コンキョ セツメイ				当室の評価 トウシツ ヒョウカ

				　①競輪の開催を停止する期間 ケイリン カイサイ テイシ キカン												　　平成24年3月8日～
　　平成37年3月31日 ヘイセイ ヘイセイ						・停止期間の始期は、競輪開催終了後とした（競輪開催終了日の翌日）。
・香川県自転車競技育成会などから走路の利用継続にかかる要望が出され、平成34年度末まで利用継続が可能であると判断し、走路を利用に供し、使用終了後2年間で走路や周辺施設の解体・撤去を行う。 テイシ キカン シキ ケイリン カイサイ カガワケン ジテンシャ キョウギ イクセイカイ ソウロ ダ ヘイセイ ネンド マツ ハンダン ソウロ リヨウ キョウ シヨウ シュウリョウ アト ネンカン ソウロ シュウヘン シセツ カイタイ テッキョ オコナ				・自転車競技の振興への寄与、走路の維持費がほとんどかからないこと、走路の安全性を考慮した利用期間延長であること、施設の解体・撤去のために2年程度要することを考慮し、停止期間として妥当。 ジテンシャ キョウギ シンコウ キヨ ソウロ イジヒ ソウロ アンゼンセイ コウリョ リヨウ キカン エンチョウ シセツ ネン テイド ヨウ コウリョ テイシ キカン ダトウ







				　②競輪の開催の停止に必要
　　な経費の総額 ケイリン カイサイ テイシ ヒツヨウ キョウ ヒ ソウガク												  982,315千円 センエン

						経　費　の　内　訳 キョウ ヒ ウチ ヤク		観音寺競輪さよならイベント、競輪開催告知看板撤去等 カンオンジ ケイリン ケイリン カイサイ コクチ カンバン テッキョ トウ								実施年度 ジッシ ネンド		23		2,239千円 センエン		・観音寺競輪さよならイベント、競輪開催告知看板撤去等に要した経費。 トウ ヨウ ケイヒ				・競輪事業からの撤退に要した経費と認められる。 ケイリン ジギョウ テッタイ ヨウ ケイヒ ミト

								市債繰上償還金 シサイ クリアゲショウカン キン								実施年度 ジッシ ネンド		24		227,829〃		・9･10年度に選手宿舎及び選手管理棟を市債発行により建築したが、その残額を一括償還する。 ネン ド センシュ シュクシャ オヨ センシュ カンリ トウ シサイ ハッコウ ケンチク ザンガク イッカツ ショウカン				・競輪事業の撤退には債務の弁済が必要なことから、経費と認められる。 ケイリン ジギョウ テッタイ サイム ベンサイ ヒツヨウ ケイヒ ミト

								次世代（TZS)・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ競輪動画システム・映像配信NWｼｽﾃﾑ使用料 ジセダイ ケイリン ドウガ エイゾウ ハイシン シヨウリョウ								実施年度 ジッシ ネンド		24		71,637〃		・24年度以降の支払いを既に契約していることから、残額を一括して支払う。 ネンド イコウ シハライ スデ ケイヤク ザンガク イッカツ シハラ				・契約上、競輪事業から撤退した場合でも支払いが必要と定められているため、経費として認められる。 ケイヤク ジョウ ケイリン ジギョウ テッタイ バアイ シハライ ヒツヨウ サダ ケイヒ ミト

								実施設計委託料 ジッシ セッケイ イタクリョウ								実施年度 ジッシ ネンド		34		25,175〃		・35、36年度に実施する競輪施設解体・撤去に必要な設計委託料。 ネンド ジッシ ケイリン シセツ カイタイ テッキョ ヒツヨウ セッケイ イタクリョウ				・競輪施設の解体・撤去に必要な経費と認められる。 ケイリン シセツ カイタイ テッキョ ヒツヨウ ケイヒ ミト

								施設撤去費用 シセツ テッキョ ヒヨウ								実施年度 ジッシ ネンド		35
36		655,435〃		・35、36年度に実施する競輪施設の解体・撤去に必要な経費。

・埋立地のため、施設解体･撤去後に周辺住居等に雨水が浸入しないよう、雨水対策工事が必要。 ネンド ジッシ ケイリン シセツ カイタイ テッキョ ヒツヨウ ケイヒ ウメタテチ シセツ カイタイ テッキョゴ シュウヘン ジュウキョ トウ ウスイ シンニュウ タイサク ヒツヨウ				・競輪事業からの撤退に当たり、競輪施設の解体・撤去が必要。施工業者等からの見積りを確認済み。実際の実行段階に当たっても支出内容を当室が確認する予定。
・雨水対策工事は、施設の解体・撤去に伴う環境変化の影響を周辺住民へ及ぼさないため、必要な経費として認められる。 ケイリン ジギョウ テッタイ ア ケイリン シセツ カイタイ テッキョ ヒツヨウ トウ ミツモリ カクニン ズ ジッサイ ジッコウ ダンカイ ア シシュツ ナイヨウ トウシツ カクニン ヨテイ ウスイ タイサク コウジ シセツ カイタイ テッキョ トモナ カンキョウ ヘンカ エイキョウ シュウヘン ジュウミン オヨ ヒツヨウ ケイヒ ミト

								（施設撤去費用内訳（消費税10%を含まず）） シセツ テッキョ ヒヨウ ウチワケ ショウヒゼイ フク												(595,850〃)

										（中央スタンド、地下燃料タンク） チュウオウ チカ ネンリョウ										(228,860〃)

										（ﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰ、選手宿舎、旧東ｽﾀﾝﾄﾞ等） センシュ シュクシャ キュウ ヒガシ トウ										(116,890〃)

										（走路） ソウロ										（112,000〃)

										（雨水対策工事費） ウスイ タイサク コウジヒ										(138,100〃)

				　③競輪開催の停止に必要と
する経費に充てようとする交
付金の額												947,000千円						・猶予されていた交付金の全額を充当する。 ユウヨ コウフキン ゼンガク ジュウトウ				・競輪の開催の停止に必要な経費の総額が猶予交付金額を上回っているため、猶予交付金の全額を充当することとしてやむを得ない。 ケイリン カイサイ テイシ ヒツヨウ ケイヒ ソウガク ユウヨ コウフキン ウワマワ ユウヨ コウフキン ゼンガク ジュウトウ エ
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